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森田議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        （ ９:３０） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は、全員でございます。 

 定足数に達しておりますので、これより令和元年第２回木津川市精

華町環境施設組合議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 令和元年第２回木津川市精華町環境施設組合議会臨時会の開催に当

たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 議員の皆様を初め管理者、副管理者及び関係職員におかれまして

は、年末の何かとご多用の中ご出席を賜りまして、大変ご苦労さまで

す。平素は本組合運営に何かとご理解とご協力を賜りまして、厚く御

礼を申し上げます。 

 本日は、打越台環境センターの解体・撤去工事に向けまして、昨年

度より準備が進められてきましたが、先般、この工事請負業者を決め

るための入札が執行され、仮契約が締結されました。 

 本日提案されている議案は、この工事請負契約の締結に関する件で

ございます。長年にわたり精華町と木津川市のごみ処理を支えてきま

した打越台環境センターの解体・撤去につきましては、本組合にとり

まして大変重要な取り組みでございます。慎重なるご審議を賜り、適

切な結論が得られますようお願い申し上げまして、開会に当たりまし

ての挨拶にかえさせていただきます。 

 続きまして、管理者から挨拶をお願いします。 

 管理者。 

河井管理者  皆さん、おはようございます。 

 令和元年第２回木津川市精華町環境施設組合議会臨時会の開会に当

たりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 議員の皆様におかれましては、令和元年第２回木津川市精華町環境

施設組合議会臨時会を招集させていただきましたところ、年末の大変

お忙しい中ご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。ま

た、平素は本組合の運営に何かとお力添えをいただいておりますこと

に、この場をおかりいたしまして厚く御礼を申し上げます。 

 さて、去る１１月２５日の本組合の定例会のご挨拶におきまして申

し上げておりましたとおり、打越台環境センター解体・撤去工事の施

工業者の選定を進めまして、１２月１１日に一般競争による入札を執

行し、落札者を決定しました。本日ご提案させていただきます議案

は、この工事請負契約の締結に係る件でございます。 

 この数年間は、長年の懸案事項でありました、環境の森センター・

きづがわの建設・稼働と打越台環境センターの解体・撤去に取り組む

という、本組合にとりまして大きな節目の時期でございます。引き続

き議員の皆様の一層のご指導、ご協力並びにご支援を賜りますようお

願いを申し上げまして、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただ

きます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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森田議長  ありがとうございました。 

 

 本日の日程につきましては、お手元に配付いたしました議事日程の

とおり進めてまいります。 

 

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、５番、山

下芳一議員と６番、岡本篤議員を指名いたします。 

 なお、両君の不測の場合には、次の議席の議員を署名議員といたし

ます。 

 

 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日１２月２５日の１日間としたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

 ありがとうございます。異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日の１日間に決定をいたしました。 

 

 日程第３、議案第４号「打越台環境センター解体・撤去工事請負契

約の締結について」を議題とします。 

 管理者から提案理由の説明を求めます。 

 管理者。 

河井管理者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議案第４号、打越台環境センター解体・撤去工事請負契約の締結に

つきましてご説明をさせていただきます。 

 打越台環境センター解体・撤去工事に関する工事請負契約を、ピー

エス三菱・日皆田建設特定建設工事共同企業体と締結するに当たりま

して、木津川市精華町環境施設組合の議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決

を求めるものでございます。 

 ご審議の上、ご可決をいただきますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

 なお、詳細につきましては、事務局長から説明をさせていただきま

す。よろしくお願い申し上げます。 

森田議長  事務局長。 

山本事務局長  改めまして、皆さん、おはようございます。 
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山本事務局長 

つづき 

 

 議案第４号の補足説明をさせていただきます。 

 議案書をめくっていただきまして、参考資料をごらんいただきたい

と思います。 

 まず、工事概要でございますが、打越台環境センターにつきまし

て、環境の森センター・きづがわの供用開始に伴いまして、平成３０

年９月にその用途を廃止しましたことから、打越台環境センターの上

屋、設備、またその基礎部分、また敷地の外構を解体・撤去して更地

にするとともに、取水施設のポンプ、貯水槽などの解体・撤去を行う

ものでございます。 

 施設の概要につきましては、その解体・撤去を行います主な施設を

記載しております。 

 なお、去る８月３０日に開催していただきました全員協議会におき

ましてご説明をさせていただきましたとおり、本工事の発注に先立ち

まして土壌汚染状況の調査を終えておりまして、この調査をした限り

におきまして、ダイオキシン類を含みます土壌汚染は認められません

でしたので、今回の工事の発注におきましては、土壌汚染対策に関す

る工種は含まれておりません。 

 参考資料の裏面をごらんいただきたいと思います。 

 本工事の入札につきましては、去る１０月２８日に一般競争入札を

実施することの告示を行いましたところ、２の入札参加業者に記載の

とおり２社の参加がございました。１２月１０日の午前１０時から環

境の森センター・きづがわにて開札を行った結果、ピーエス三菱・日

皆建設特定建設工事共同企業体が落札され、仮契約に至ったものでご

ざいます。 

 税抜きの予定価格につきましては、４億３，９５０万２，０００円

で、税抜きの落札価格が３億２，０００万円でしたので、落札率につ

きましては７２．８％でございました。 

 なお、最低制限価格は特に設定はしておりません。 

 また、具体的な工事の工程につきましては、請負業者のこれまでの

同種工事の経験やノウハウなどに基づきまして、本契約の成立後、請

負業者におきまして施工計画が作成されますが、工期につきまして

は、議会の議決を得た日の翌日から令和３年１月２９日までの約１年

間を予定しております。 

 次のページにつきましては、位置図を添付しております。場所につ

きましては、既にご承知かと思いますが、打越台環境センターと取水

施設につきまして、黒の実線の網かけにより示しております。若干、

取水施設の位置につきまして見にくいかと思いますけれども、ご了承

いただきたいと思います。 

 以上で、打越台環境センター解体・撤去工事請負契約の締結につい

ての補足説明とさせていただきます。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 
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森田議長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 岡本議員。 

岡本議員  今、議案を説明していただきましたけれども、今後、今、解体・撤

去工事の契約を締結すると。工期を終えて完了する、次、完了検査が

ある、移転登記するという、いろいろ順を追って流れていくと思うん

ですけれども、議案でいきますと、工事自体は令和３年１月２９日ま

でということになりますが、最終的なスケジュールといいますか、時

系列で、大体、おおよそでいいので、わかればご説明いただければと

思います。 

森田議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 ただいまのご質問につきまして答弁をさせていただきます。 

 まず、跡地処分までのプロセスというところでございますけれど

も、まずは議会の議決をいただきますと、本契約の締結ということ

で、仮契約が本契約のほうに移ります。その後、撤去工事にかかって

いくわけでございますが、まずは施工者のほうで施工計画を立て、そ

の後、それに基づいた工事を進めていくというところになります。大

まかな流れにつきましては、以前、全員協議会の中でもご説明をさせ

ていただいたところでございますが、準備、またそういった仮設部分

の準備に概ね２カ月ぐらいかかるのではないかというところでござい

ます。その後、こういった施設でございますので、ダイオキシン部分

の除染等を行い、洗浄等を行いまして、設備の解体撤去に向かってい

くというところでございます。 

 また、完了検査ということでございますけれども、完了検査をする

前に、それぞれの段階におきまして、段階検査ということで、工事が

きちっと進めているかどうかという段階的な検査も進めていくところ

でございまして、最終的な完了検査が、予定ではこの工期内で行うと

いうところでございます。 

 また、環境の測定等につきましては、工事の最中でも行いますし、

以前、議員の中からも最終的な土壌汚染の調査をどうするのかという

ご質問があったと思いますけれども、そのご意見も踏まえまして、今

回の工事の中に撤去した後の土壌の調査といったところについてもこ

の工事に含まれております。したがいまして、施設を撤去した後、土

壌汚染がない、いわゆる建物の中に含まれていたダイオキシンなどが

土壌に巻き散っていないといったことも確認した上で、完了検査を行

うということになります。その後、移転登記という形になろうかとい

うことで思っておりまして、移転登記につきましては、工事が終わっ
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山本事務局長 

つづき 

てからということになりますので、令和３年の３月の終わりごろまで

には移転登記も完了したいというふうに思っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

森田議長  ほか、ございませんか。 

 倉議員。 

倉議員  倉です。 

 参考までにちょっとお聞きをしたいと思うんですけれども、施設の

特殊性並びに昨今の解体工事等の物価の高騰を考えれば、いろいろ金

額的には大変ご苦労されたなという思いもあるんですけれども、単純

にこれ、平米単価で割ってみますと、１平米当たり延べ床面積で１５

万８，０００円ぐらいの価格になっていますね。 

 参考までに、近畿圏内で、ここ近年にこういう工事を行われたとい

う資料とかは調べてはるんですか。もしあれば、ちょっと参考まで

に、その落札価格等で、私もその妥当性というので一応了解はしてお

きたいと思いますので、お示し願えれば幸いだと思いますが、よろし

くお願いします。 

森田議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 ただいまのご質問につきまして答弁をさせていただきます。 

 他事例と比較しているかどうかというところでございますけれど

も、この種のものにつきましては、非常に発注件数といいますか、ほ

かの解体と比べますと少なくなっております。そういったことで全国

的なものを調べさせていただいております。平成２７年度から２９年

度における焼却施設の解体・撤去事例を調べまして、最大・最少どれ

ぐらいになるのか、平均どれぐらいあるのかということで調べており

ます。 

 今、平米当たりという話がございましたけれども、この種のものに

つきまして、１トン当たりどれだけの費用がかかっているのかという

ので換算するのが一般的なものでございます。組合のほうで調べさせ

ていただきました平成２７年度から２９年度、そこにおきまして、こ

ういったごみ焼却施設の解体・撤去の事例を見ますと、最大でありま

すと、准連続換算、こういったような１６時間運転のものに換算いた

しまして、１トン当たり最大で６３０万円、今回の６０トンに直しま

すと３億７，８００万、平均でいきますと４４０万、６０トンで掛け

合わせますと２億６，４００万円といったような金額でございまし

て、近辺でいきますと平成２９年に田原本町さんのほうで３０トン炉
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山本事務局長 

つづき 

を２炉、ちょうどこの６０トンクラスのものを撤去されておりますけ

れども、税抜きで２億９，１４５万８，０００円という価格でござい

ますので、それぞれの施設におきまして多少内容も異なっております

ので、純然たる比較というのはなかなか難しいかと思いますけれど

も、全国的な平均の落札契約価格から見ても妥当な金額かなというと

ころで判断しているところでございます。 

 以上でございます。 

森田議長  倉議員。 

倉議員  地域性もありますし、また建物の構造の形もあると思いますので、

一概に他市、ほかの自治体と比較することはできないと思いますが、

一応参考までにお聞きしましたので、私もそれで了解はしておりま

す。ありがとうございます。 

森田議長  ほか、ございませんか。 

 佐々木議員。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 直接、すみません。 

 先ほどの倉議員への答弁をちょっと書きとめられなかったので、で

きれば数字のデータを後でいただきたいと思いますが、議長よろしく

お願いします。 

 その他の質問なんですけれども、今、移転登記が再来年の３月末ぐ

らいだということで、その段階でいわゆる精華町に移るという話でし

た。その場合、本組合のいわゆる条例上これは議決事項になるのか、

ならないのかについて確認をしたいと思います。これ無償だったらな

らない可能性ありますよね。有償の場合はなるかもしれないけれど

も。大きさ的にはなるんだけれども、条例上これは議決事項になるの

かどうか。要するに財産処分ですよね、というのが１点です。 

 撤去の定義について確認をしたいんですけれども、２点目は。要す

るに先ほど申された令和３年３月末ぐらいに予定をしている移転登記

をもって撤去という話になるのか、完了検査をもって撤去となるの

か、この撤去の時点がいつになるのかというのが２点目です。 

 ３点目は、一応、参考図面はつけてもらっているんですけれども、

工事の範囲がどこまでかという話ですよね。焼却施設ですから、当然

ごみを置く場所というピットがあるわけで、その場合は当然地下にあ

るわけですよね。地下にあるものをとれば、当然そこは穴があいてし

まうということですけれども、その穴があいたところをどうするのか

と、どういうふうに埋めるのかという話ですよね。それに絡んで、い

わゆる土砂の搬出入はあるのかどうか。いわゆる今ある土砂の中で埋

め戻すことが可能なのか、足りなければどこかから持ってこなければ



 7 

佐々木議員 

つづき 

ならないし、余れば搬出しなければなりませんよね。そういった意味

の搬出入というのがあるのかどうかが大きく３点目であります。 

 あと、この工事に関して、例えば、もし搬出入があったり、または

解体用の比較的でかい、大きなこういう車両が通過するとなれば、ど

のルートを通ってこの現場に行くのかというところですね。場合によ

って、その数にもよるんだけれども、頻度とか数によるんだけれど

も、通常、ある程度の連続性といいますか、規模がある場合というの

は、通過する地元への交通安全対策も含めて、また作業時間の説明だ

とか、手順の説明だとかいったことが通常行われるわけですけれど

も、搬出入がなければいいですけれども、この車両は当然どこからか

ら来るわけですから、その辺の地元説明についてかどうかというのが

４点目です。ルートも含めてね。 

 ５点目は、万が一、この撤去工事が終わった後、不具合が出るよう

なことが起こった場合の瑕疵担保責任というのが条項上あるのかどう

かです。もしあるんであれば、これはどの程度の期間、例えば完了検

査後６カ月とか、１年とかいうことになると思うんだけれども、どの

期間でこの瑕疵担保責任というのが設定をされているのか。 

 以上５点、よろしくお願いいたします。 

森田議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局でございます。 

 ただいまの議員のご質問につきまして答弁させていただきます。 

 まず、１点目でございますが、この土地を精華町さんのほうに譲与

する際に議会の議決が要るのかどうかというところでございます。こ

れにつきましては、今、議員のご質問にありましたように、組合のほ

うで財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例というのがございま

して、その中におきまして、他の地方公共団体等がその公共の用に供

する場合につきましては譲渡することができるということで記載があ

ります。一般的に地方自治法の９６条第 1 項の第６号に基づいての条

例ということで制定しているわけでございますけれども、地方公共団

体の公有財産のうち普通財産を適正な対価なくしてこれを譲渡する場

合、譲与条例を設けて無償譲渡することについては、その処分に当た

ってさらに議会の議決を要しないということで行政事例も出ていると

ころでございますけれども、今回の件につきましては非常に大きな面

積というところでもございます。また、他の自治体の事例を見てみま

すと、こういった条例を持ちながら無償で譲渡した際に、住民からの

監査請求ということで、議会議決を経ずにしたことについての疑義が

出されているといったような事例も見受けられます。 

 また、この土地につきましては、精華町さんのほうに無償で譲渡す

るという方針につきましては、これまでから行政間では確認したとこ

ろでございますけれども、それを対住民さんでありますとか、議会の
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関係でこの譲与を、この組合の条例をそのまま適用して無償で議会の

議決に経ずにすることが適切かどうかにつきましては、もう少し慎重

に検討していきたいというふうに思っているところでございます。そ

のまま読めば譲与することができるかもしれませんけれども、その手

続につきまして慎重に取り扱っていきたいというふうに思っておりま

す。ただ、その方針につきましては変わらないというところでござい

ます。 

 それと、２つ目の撤去の意味でございますが、これにつきまして

は、組合の規約改正に伴う協議の際に、議員のほうからも撤去と完了

というのをどういうふうに意味をするのかということで確認をされて

います。その中におきまして、撤去完了といいますのは、精華町でそ

の土地が使えるようになったときを指すんだということで、その当時

の議員の皆様方での確認をいただいておるところでございます。した

がいまして、この撤去の完了というのはいつの時点を指すのかという

ところにつきましては、組合から精華町のほうに土地を譲与する、こ

れが確定した段階というところでございますので、その手続が済めば

完了という形になります。それと、登記のほうにつきましては、その

後の処理になりますので、組合のほうで精華町のほうに譲与するとい

う、また精華町のほうでそれを受けるという意思決定があった段階で

完了したものというふうに考えております。 

 それと、工事の範囲はどこまでかというところでございますけれど

も、この工事につきましては、当然、地下の構造部分も撤去するとい

うところでございます。先ほど、ごみピットという話もございました

けれども、ごみピット以外にも地下の部分もございます。そういった

ことから地下の構造物、そういったものもとった上での範囲となって

まいります。その際にどういう形で土地を埋めていくのかというとこ

ろでございますけれども、基本的には現況の土地が道路よりも若干高

くなっておりますので、今の現状の中での土の切り盛りをしていきた

というふうに考えておりますので、現状の敷地内の土地を使って、ご

みピットでありますとか、地下階を埋めていくというところでござい

ますので、若干今よりは地盤高が低くなるというところでございま

す。そういったことから、土砂の搬入につきましては、現時点におき

ましては特に予定をしてないというところでございます。 

 車両のルートにつきましては、どこになるのかというところでござ

いますけれども、これにつきましては、解体撤去した際の産業廃棄

物、そういったものをどこに持って行くのかといったことにつきまし

ては、今後、業者のほうと決まっていくことになりますので、当然そ

れに伴って搬入ルートも業者との打ち合わせの中で決まってくるとい

うふうに思っておりますので、現時点におきまして、どのルートを使

うのかといったことにつきましては、まだ確定していないというとこ

ろでございます。 

 それと、その搬入ルートについての地元説明というところでござい

ますが、まず地元さんにつきましては、北稲八間区については、工事

の施工計画が明らかになった段階で、どういう工事を進めていくのか
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つづき 

 

 

といったことにつきまして、区長さんを通じて説明をするということ

で地元のほうに話をしておりますので、それに基づいて説明をしてい

くことになります。当然、まだ施工計画ができておりませんので、年

明け以降になるというふうに考えております。 

 それと、最後に、５点目のご質問の中で、瑕疵担保責任というとこ

ろでございますが、瑕疵担保責任につきましては、仕様書の中にもう

たっておりますし、この工事契約につきましては、通常、工事請負契

約につきまして基準契約というのがございます。今回の工事請負契約

につきましては、基準契約Ａという一般的な契約を使っております。

その中におきまして瑕疵担保責任が明記されております。発注者は、

工事の目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定め

てその瑕疵の補修を請求し、またその収保にかえて賠償の請求ができ

るということになっております。一般的に建物につきまして、建築物

であるとか設備につきましては１年、コンクリートでありますとか土

木工作物、そういったものについては２年の瑕疵担保があります。ま

た、こういった１年、２年の瑕疵担保以外に、瑕疵が故意または重大

な過失による場合につきましては１０年ということでありますので、

当然その瑕疵担保責任がこの契約上ありますので、今回の工事につい

ても適用されるというふうに考えております。 

 あと、先ほどの倉議員の説明の中で、数値的なものの確認というこ

とがありましたので、最後に数字的なところの確認をさせていただき

たいと思います。平成２７年度から２９年度で、焼却施設の撤去事例

で組合で調べた限りにおきまして、准連続運転の焼却炉で換算いたし

ますと、最大で１トン当たり６３０万円、６０トンで掛け合わせます

と３億７，８００万円でございます。調べた限りにおきまして平均を

とりますと、１トン当たり４４０万円、６０トンで掛け合わせますと

２億６，４００万という金額でございます。 

 以上でございます。 

森田議長  ほか。 

 佐々木議員。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 数字は了解しました。いまいちわからないのは、その撤去の瞬間な

んですよ。今のところ議決にするかどうかは、まだ検討中だという話

は今ありましたよね。仮に議決にするとしても移転登記の前ですよ

ね、当然のことながら、その場合は。なるわけで。となったら、今の

話で順番がわからないのは、例えば議決があって、組合と精華町間で

の合意があって、無償譲渡の話があって、何らかの協定か契約があっ

て、移転登記という順番なのかどうかなんですよね。要するに、これ

は撤去ということは、既に組合規約上書かれているので、それがいつ

の段階かというのが明確にならないと、解釈によって、いや、移転登

記の日だという人もいれば、さっきあったように合意をしたときとい
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うこともあるかもしれないし、議決の日になるかもしれないし、そう

いうちょっと撤去の日というのを確定させる必要があると思っている

んですが、特に、今の話ですとまだ検討中だという話で、これが議決

事項にするんだったら、まだもう一遍確認の場はあるけれども、もし

しないんだったら、今日が事実上最後の確認の日になりますよね。要

するに撤去の日ということを公的な、要するに議案として審議ができ

るという意味では、今日が最後になっちゃうということなので、それ

は大体いつの段階のことを言って、この組合契約上の附則下にある撤

去という日になるのかというのは、これはちょっとこだわりますの

で、再度お願いをしたいと思います。 

 ごみの範囲は、さっきあったので結構です。今のところ予定では地

盤高は下がるかもしれないけれども、今ある現場の土で埋め戻しが可

能というようなことで、いわゆる搬出も搬入もないと、プラマイゼロ

だというような話でしたので、それはそれで了解をしておきます。 

 ただ、１つ気になるのは、もちろん北稲八間区は地元区ではあるん

だけれども、実際に車が出入りする場合というのは、北稲八間の中を

通る可能性は滅多になくて、逆に、いわゆる精華町の北部地域といい

ますか、下狛とか菱田とかいう地域を通過する可能性のほうが高いわ

けですよね。だから、実際に車が出入りしたり、または交通安全上の

危険が生じるのは北稲区よりも違うところという話になるわけで、そ

このところをしっかりと説明をしたらないと、またいろんなトラブル

の原因になりますので、精華町さんの協力を得ることも必要かもしれ

ませんけれども、できればちょっと、その大規模な工事が始まる前に

それはしたほうがいいんじゃないかという、これ意見ですけれども、

申し上げておきたいと思います。 

 あと、瑕疵担保は、前ちょっと話をして、今の話は建築とか土木と

かいった話をして、１年とか２年とかありましたけれども、今回、撤

去工事なので、物をつくるのではなしに物を壊す工事ですよね。その

場合、一体どの部分、例えば建物があった部分については１年で、そ

れ以外は２年というような適用をされるのか。物がなくなるわけです

よね、要するに撤去工事だから。物がなくなるので、後段部分の重大

な、例えば故意とか重大過失というものはちょっと横に置いとくとし

て、通常、あした以降だと思うんだけれども、契約をする場合の撤去

工事なので、それは一体何年の瑕疵担保責任が適用されるのかという

のはちょっと明確にしておかないと、一体誰の責任なんだと、何か起

こった場合にね。例えば１年半後に起こった場合、いや、建物だから

１年だというふうに主張されるかもしれないし、もう精華町へ移った

後だとしたら、それは所有者の責任になるのかもしれないし、明確に

しておく必要があると思うので、それは何年になるかということと、

その起算日は一体いつなのか、いつから数えて、例えばその瑕疵担保

責任の期間が発生するのか。これは先ほどの撤去の日なのか、もしく

は完了検査の日なのか、いつから数えてこの期間というのが適用にな

るのかというのは、ちょっと明確にしておきたいと思いますけれど

も、その点よろしくお願いいたします。 
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 まず、１つ目の撤去の完了の日をいつにするのかというところでご

ざいますけれども、手続的にいいますと、まずは精華町さんのほうか

ら組合のほうに対しまして、公共の用に供するので土地を譲与してい

ただきたいというような申し出が、まず取っかかりになろうかと思い

ます。それに基づきまして、普通財産として、今、行政財産であるも

のを組合の普通財産として変更するのとあわせまして、それを精華町

に譲与する手続を進めていきます。その際に譲与する際におきまし

て、議会の議決を得るか否かということにつきましては慎重に検討さ

せていただきたいと思いますけれども、譲与をするということを、原

因の日ですけれども、それがどういった手続を踏むのかということは

議会の議決を得るかどうかというのはありますけれども、基本的には

そういったことをした上で、組合から精華町のほうに譲与をするとい

う原因となる日が当然出てまいります。当然、登記簿につきまして

は、その原因日を、いわゆるその民間とのやりとりでありました契約

日に相当するものが原因の日になると思いますけれども、その日をも

って登記の日になりますので、手続的には登記簿が上がってくる日に

ついてはそれ以降になるかもわかりませんけれども、登記の原因日に

つきましては、組合が精華町のほうに当該土地を譲与した日をもって

登記の原因日になりますので、登記の日と譲与をした日というのは同

じ日になろうかということで思っておりますので、その日をもって、

当然、登記簿の書きかえが遅くなった、時間かかったとしても、その

日をもって精華町さんのほうでその土地を使うことが可能になります

ので、精華町さんもそうだと思いますけれども、行政のほうが土地を

買うときにつきましては、その契約の日をもった以降については、そ

の土地を買った者、譲り受けた者が自由に使えるよといったことで契

約書に入れますので、譲与を確定した日以降について、精華町さんの

ほうでその土地を自由にお使いできるということになりますので、

佐々木議員の言われた譲与の日をもってするのか、登記の日をもって

するのかについては、原因日が同じ日になるという解釈で今思ってい

るところでございます。 

 それと、どのルートを通るのかによって、地元の説明がほかにも必

要になってくるのではないかというところでございますけれども、ま

ずは地元であります北稲八間区のほうにつきましては工事に関しての

説明をさせてもらいますということは、これは北稲八間区の区長さん

のほうにもお約束しているものでございますので、北稲八間区を地元

区として工事説明をしたいということで思っております。 

 それ以外の区のほうにつきましては、工事車両が通るから設備が必

要ではないのかというご意見であろうかと思いますけれども、直接工

事に影響するということではございませんので、通行等によって非常

に危険だと、頻繁に通るということがあるようでしたら、それにつき

ましては精華町さんの協力を得ながら、それぞれの行政区のほうに工
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事のお知らせという形で回覧等をするなりして周知をしていくことで

事が足りるのかなということで思っております。 

 それと、瑕疵担保の考え方でございますけれども、瑕疵担保は、当

然どの工事でもそうですけれども、目的物を引き渡して受けて以降と

いうことになりますので、当然、完了検査が終わって目的物引き渡さ

れて以降に瑕疵担保の期間が発生してくるというところでございます

ので、ご心配になられている、例えば、今、工事の本契約をしたら、

その日から瑕疵担保のカウントされるのかというと、そうではないと

いうところでございます。その瑕疵担保期間が１年、２年、重大な過

失については１０年というところでありますけれども、これにつきま

しては契約上は、今申し上げましたように建築物、また設備工事の場

合については１年、コンクリートのものでありますとか土木工作物に

ついては２年以内ということになっておりますので、それぞれどうい

う瑕疵担保になるのかにつきましては、この契約後、請負業者の方と

双方勘違いがないように確認をしていきたいというふうに思っている

ところでございます。当然、建物で建てていくという行為ではありま

せんので、瑕疵担保で生じるとすれば、十分物がとり切れていないと

いったようなことでありますとか、ごみピット部分について不陸が起

こってしまうといったようなことになろうかと思いますけれども、ど

ういったことが特に懸念されるのか、それに対しての瑕疵担保の期間

はいつになるのか、それにつきましてはこれから業者の方とも打ち合

わせをしていきますので、その中で話をしていきたいというふうに思

っております。したがいまして、物がないという中で瑕疵担保につい

ての１年、２年、１０年というのは当然適用されますけれども、それ

ぞれどういったことが想定されて、どのような期間を瑕疵担保でする

のか、それは施工業者のほうと十分詰めていきたいというふうに思っ

ております。いずれにいたしましても、重大な過失がない限り２年以

内という瑕疵担保になるというところでございます。 

 以上でございます。 

森田議長  ほか。 

 佐々木議員。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 わかりました。３回目ですので。 

 今、るる説明いただきましたが、現段階で未定のもの、今の瑕疵担

保が何年になるかとかいうことも含めて、また、幾つかルートとか、

または産廃になるんだったらその排出先とか、今、現段階で未定のこ

とがあるので、それについてはできれば決定次第に周知というか知ら

せていただけるかどうかというのが１点目の確認です。 

 さっき冒頭にあった、いわゆる議決事項にするかどうかということ

も含めて現在検討中ということですけれども、これも確かに局長がお

っしゃるような懸念とか、いろんな前例、監査請求とか、ほかの事例
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を見ると安全側のほうに行ったほうがいいのは、そうだと思っていま

す。ただ、逆に言えば、現条例からいったら恐らく不要になるわけで

すね。となると、その辺の相違が発生しちゃうので、場合によって

は、こんなことは滅多に起こらない事例だと思うんだけれども、ほん

まに何十年に一遍しか起こらないと思うけれども、必要だったら次

回、または次の、多分来年の定例会とかにおいて、その検討した後決

められた方向で、現状のいわゆる法令だとか、または本組合の条例に

適合しない部分があるんであれば、いわゆる特例条例的なものをつく

って、いわゆる心配されていた住民からの監査請求にも耐えられる

し、または法定手続といいますか、法令に従う議決という意味からい

っても耐えられるわけですから、現瞬間ではどうするかわからない話

だけれども、もしやるんであれば、何らかの条例上の特例的な条例を

つくるなりして、内部からも外部からも後々指摘をされないような状

態にしておかないと、論争というか議論を湧き起こしてしまいますの

で、できればそういうのは齟齬のないようにお願いをしたいと思って

います。その点はそういうことでよろしいでしょうか。 

森田議長  局長。 

山本事務局長  ただいまご質問のご意見でございますけれども、この地方自治法の

９６条のところで定めている条例でございますけれども、本則として

は議会の議決が必要だと。その議会の議決を必要なんだけれども、条

例に定めたときについてはこの限りではないという話でございますの

で、本則でいうと必要な案件になってこようかと思います。 

 それと、先ほどの、例えばこれは行政財産の売り払いということに

なった場合につきましては、免責要件、また、例えば今回の打越台環

境センターの前については道路の路線価はありませんけれども、その

前の自衛隊に進んでいく道については路線価がついております。これ

が３万６，０００円という路線価でございますので、単純に７，００

０平米を掛けますと、非常に高額の行政財産ということになります。

それを議会の議決を経ずに普通財産にして譲与するというところでご

ざいますので、木津川市、精華町、またこの組合の議員間におきまし

ては、内容的にはご納得いただけるものということでは思っておりま

すけれども、手続的にそれが適正かどうかにつきましては、ちょっと

慎重に扱いたいということで思っていますので、ご理解いただきたい

と思っております。その上で特例的な条例が必要かどうかにつきまし

ては検討させていただきたいということで思っております。ただ、条

例につきましても、することができるというできる条例でございます

ので、特例条例がなくても、齟齬がないかどうかについても確認をし

た上で適切に対応していきたいというふうに考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 
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森田議長  ほかございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

 なければ、質疑なしと認めます。 

 以上で質疑を終了いたします。 

 これから討論を行いますが、討論はございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

 なしということで、お諮りいたします。 

 本件は原案のとおり可決することに賛成の議員はご起立願います。 

 

 ありがとうございます。起立全員であります。 

 よって、議案第４号、打越台環境センター解体・撤去工事請負契約

の締結についての件は、原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

 

 ありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。慎重

なるご審議を賜り、大変ご苦労さまでした。 

 これをもちまして、令和元年第２回木津川市精華町環境施設組合議

会臨時会を閉会いたします。 

 本日はどうもご苦労さまでした。 

                        （１０:１４） 

 この議事録の記載は、適正と認めここに署名する 
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